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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月27日(2015.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の閉鎖ループ部分間に介在される複数の開放ループ部分を備える、弛緩構成を有す
る、マイクロコイルを備える、閉塞デバイス。
【請求項２】
　前記複数の閉鎖ループ部分のそれぞれは、実質的に、異なる平面内に位置付けられてい
る、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項３】
　前記複数の閉鎖ループ部分のうちの少なくとも２つは、前記マイクロコイルを反対方向
に巻回することによって形成されている、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項４】
　前記複数の閉鎖ループ部分のそれぞれは、１～４回転、前記マイクロコイルを巻回する
ことによって形成されている、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項５】
　前記弛緩状態における前記マイクロコイルは、２～７個の閉鎖ループ部分を備える、請
求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項６】
　前記複数の開放ループ部分のそれぞれは、実質的に、異なる平面内に位置付けられてい
る、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項７】
　前記弛緩状態における前記マイクロコイルは、１～６個の開放ループ部分を備える、請
求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項８】
　前記複数の開放ループ部分の開放ループ部分は、１～１０個の個々の開放ループを備え
る、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項９】
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、異なる非平行平面を画定
する、請求項１に記載の閉塞デバイス。
【請求項１０】
　複数の閉鎖ループ部分間に介在される複数の開放ループ部分を備える、弛緩構成を有す
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る、マイクロコイルを備える閉塞デバイスであって、前記複数の開放ループ状部分のそれ
ぞれは、実質的に、異なる平面内に形成されている、閉塞デバイス。
【請求項１１】
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、９０度超から１８０度未
満の角度を形成する、請求項１０に記載の閉塞デバイス。
【請求項１２】
　前記複数の閉鎖ループ部分のうちの少なくとも２つは、前記マイクロコイルを反対方向
に巻回することによって形成されている、請求項１０に記載の閉塞デバイス。
【請求項１３】
　前記複数の閉鎖ループ部分のそれぞれは、実質的に、異なる平面内に位置付けられてい
る、請求項１０に記載の閉塞デバイス。
【請求項１４】
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、異なる非平行平面を画定
する、請求項１０に記載の閉塞デバイス。
【請求項１５】
　身体空洞を閉塞するためのシステムであって、
　（ａ）．送達システムであって、前記送達システムの遠位端が標的場所に位置付けられ
るまで、血管系を通して通過させられるように構成されている、送達システムと、
　（ｂ）．閉塞デバイスであって、前記閉塞デバイスの第１の部分は、前記送達システム
の遠位端から標的部位内に前進させられるように構成されており、前記第１の部分は、前
記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、閉鎖ループを形成するように構成されている、閉
塞デバイスと
　を備え、
　前記閉塞デバイスの第２の部分は、前記送達システムの遠位端から前記標的部位内に前
進させられるように構成されており、前記第２の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態に
あるとき、少なくとも１つの開放ループを形成するように構成されており、
　前記閉塞デバイスの第３の部分は、前記送達システムの遠位端から前記標的部位内に前
進させられるように構成されており、前記第３の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態に
あるとき、閉鎖ループを形成するように構成されており、
　前記閉塞デバイスは、前記送達システムから解放されるように構成されており、前記送
達システムは、前記血管系から引抜されるように構成されている、システム。
【請求項１６】
　前記閉塞デバイスの第４の部分は、前記送達システムの遠位端から前記標的部位内に前
進させられるように構成されており、前記第４の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態に
あるとき、少なくとも１つの開放ループを形成するように構成されており、前記閉塞デバ
イスの第５の部分は、前記送達システムの遠位端から前記標的部位内に前進させられるよ
うに構成されており、前記第５の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、閉鎖
ループを形成するように構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記閉塞デバイスの前記第３の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、前記
第１の部分によって画定される平面と異なる平面を画定する、請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項１８】
　前記閉塞デバイスの前記第４の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、前記
第２の部分によって画定される平面と異なる平面を画定する、請求項１６に記載のシステ
ム。
【請求項１９】
　前記閉塞デバイスの前記第２の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、前記
第１の部分によって画定される平面および前記第３の部分によって画定される平面と異な
る平面を画定する、請求項１５に記載のシステム。
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【請求項２０】
　前記閉塞デバイスの前記第２の部分は、前記閉塞デバイスが弛緩状態にあるとき、複数
の開放ループから形成される、請求項１５に記載のシステム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　別の実施形態では、本発明は、送達システムの遠位端が、標的場所に位置付けられるま
で、送達システムを血管系を通して通過させるステップと、送達システムの遠位端から、
閉塞デバイスの第１の部分を標的部位内に前進させるステップであって、第１の部分は、
閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、閉鎖ループを形成するステップと、送達システム
の遠位端から、閉塞デバイスの第２の部分を標的部位内に前進させるステップであって、
第２の部分は、閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、少なくとも１つの開放ループを形
成するステップと、送達システムの遠位端から、閉塞デバイスの第３の部分を標的部位内
に前進させるステップであって、第１の部分は、閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、
閉鎖ループを形成するステップと、閉塞デバイスを送達システムから解放し、送達システ
ムを血管系から引抜するステップとを含む、身体空洞を閉塞するための方法を提供する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　複数の閉鎖ループ部分間に介在される複数の開放ループ部分を備える、弛緩構成を有す
る、マイクロコイルを備える、閉塞デバイス。
（項目２）
　前記複数の閉鎖ループ部分はそれぞれ、実質的に、異なる平面内に位置付けられる、項
目１に記載の閉塞デバイス。
（項目３）
　前記複数の閉鎖ループ部分のうちの少なくとも２つは、前記マイクロコイルを反対方向
に巻回することによって形成される、項目１に記載の閉塞デバイス。
（項目４）
　前記複数の閉鎖ループ部分はそれぞれ、１～４回転、前記マイクロコイルを巻回するこ
とによって形成される、項目１に記載の閉塞デバイス。
（項目５）
　前記弛緩状態における前記マイクロコイルは、２～７個の閉鎖ループ部分を備える、項
目１に記載の閉塞デバイス。
（項目６）
　前記複数の開放ループ部分はそれぞれ、実質的に、異なる平面内に位置付けられる、項
目１に記載の閉塞デバイス。
（項目７）
　前記弛緩状態における前記マイクロコイルは、１～６個の開放ループ部分を備える、項
目１に記載の閉塞デバイス。
（項目８）
　前記複数の開放ループ部分の開放ループ部分は、１～１０個の個々の開放ループを備え
る、項目１に記載の閉塞デバイス。
（項目９）
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、異なる非平行平面を画定
する、項目１に記載の閉塞デバイス。
（項目１０）
　複数の閉鎖ループ部分間に介在される複数の開放ループ部分を備える、弛緩構成を有す
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る、マイクロコイルを備え、前記複数の開放ループ状部分はそれぞれ、実質的に、異なる
平面内に形成される、閉塞デバイス。
（項目１１）
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、９０度超から１８０度未
満の角度を形成する、項目１０に記載の閉塞デバイス。
（項目１２）
　前記複数の閉鎖ループ部分のうちの少なくとも２つは、前記マイクロコイルを反対方向
に巻回することによって形成される、項目１０に記載の閉塞デバイス。
（項目１３）
　前記複数の閉鎖ループ部分はそれぞれ、実質的に、異なる平面内に位置付けられる、項
目１０に記載の閉塞デバイス。
（項目１４）
　連続して形成された開放ループ部分および閉鎖ループ部分は、異なる非平行平面を画定
する、項目１０に記載の閉塞デバイス。
（項目１５）
　身体空洞を閉塞するための方法であって、
　（ａ）．送達システムの遠位端が、標的場所に位置付けられるまで、送達システムを血
管系を通して通過させるステップと、
　（ｂ）．前記送達システムの遠位端から、閉塞デバイスの第１の部分を前記標的部位内
に前進させるステップであって、前記第１の部分は、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあ
るとき、閉鎖ループを形成するステップと、
　（ｃ）．前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第２の部分を前記標的部
位内に前進させるステップであって、前記第２の部分は、前記閉塞デバイスが、弛緩状態
にあるとき、少なくとも１つの開放ループを形成するステップと、
　（ｄ）．前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第３の部分を前記標的部
位内に前進させるステップであって、前記第３の部分は、前記閉塞デバイスが、弛緩状態
にあるとき、閉鎖ループを形成するステップと、
　（ｅ）．前記閉塞デバイスを前記送達システムから解放し、前記送達システムを前記血
管系から引抜するステップと
　を含む、方法。
（項目１６）
　前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第４の部分を前記標的部位内に前
進させるステップであって、前記第４の部分は、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあると
き、少なくとも１つの開放ループを形成するステップと、前記送達システムの遠位端から
、前記閉塞デバイスの第５の部分を前記標的部位内に前進させるステップであって、前記
第５の部分は、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、閉鎖ループを形成するステッ
プとをさらに含む、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第３の部分を前記標的部位内に前
進させるステップは、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、前記第１の部分によっ
て画定される平面と異なる平面を画定する、前記第３の部分を前進させるステップを含む
、項目１５に記載の方法。
（項目１８）
　前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第４の部分を前記標的部位内に前
進させるステップは、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、前記第２の部分によっ
て画定される平面と異なる平面を画定する、前記第４の部分を前進させるステップを含む
、項目１６に記載の方法。
（項目１９）
　前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第２の部分を前記標的部位内に前
進させるステップは、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、前記第１の部分によっ
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て画定される平面および前記第３の部分によって画定される平面と異なる平面を画定する
、前記第２の部分を前進させるステップを含む、項目１５に記載の方法。
（項目２０）
　前記送達システムの遠位端から、前記閉塞デバイスの第２の部分を前記標的部位内に前
進させるステップは、前記閉塞デバイスが、弛緩状態にあるとき、複数の開放ループから
形成される第２の部分を前進させるステップを含む、項目１５に記載の方法。
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